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川崎市ひとり親家庭等日常生活支援事業 

川崎市ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ひとり親家庭または寡婦の 

方が一時的に子育てや家事にお困りの時に、家庭生活支援員を派遣して 

日常生活を支援する事業です。家庭生活支援員として、ひとり親家庭等の 
子育てや生活をサポートしてくださる有償ボランティアを募集しています。 

《支援の内容》 
支援員宅や母子・父子福祉センターでの保育（子育て支援） 

利用者宅での家事の手伝い（生活援助） 

※手当有り（裏面参照） 

《家庭生活支援員に必要な資格など》 
★子育て支援 

保育士・幼稚園教諭・保健師・看護師・准看護師・小学校教諭・養護教員 

各自治体で実施している子育て支援員研修を修了した方 

☆子育て支援や家事支援の経験が１年以上ある方 

☆サン・ライヴで行う子育てサポーター養成研修(1 月実施予定)を 

修了した方※お問合せいただければ研修をご案内します 

★生活援助  

介護初任者研修を修了した方（ホームヘルパー3級以上を含む） 

 

 

 

川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ 
〒211-0067 川崎市中原区今井上町 1 番地 34 号 和田ビル 2 階 

電話 ０４４－７３３－１１６６ 

FAX ０４４－７３３－８９３４ 

休 館 日 毎月曜日、第２・4 日曜日、祝日 

開所時間 9:00～17:00（水曜日・金曜日 9:00～21:00） 
相談受付 9:30～16:00（水曜日・金曜日 9:30～20:00） 

《アクセス》 

JR 武蔵小杉駅北改札(南武線口)北口バスターミナルより徒歩 10 分、  

または市営･東急バス小杉御殿町より徒歩０分 

資格がなくても

大丈夫です！ 
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～支援員さんより～ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

《支援の流れ》 
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①支援依頼申込み ②支援依頼･派遣調整 

③支援員の紹介 

④紹介の支援員へ電話連絡               派遣内容の打ち合わせ 

支援員 利用者 

⑤支援活動の実施 

⑥依頼書を事務局へ 

⑦派遣費の支払い 

⑥報告書を事務局へ 
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お母さんたちが資格取得や就労のための 

講座に参加の間、保育を担当しています 

安心してママの帰りを待って過ごせるよう

「いい子だね」と笑って保育を始めます 

 

不安と迷いがありましたが「子育

てサポーター養成研修」はとても

充実していて勉強になりました 

本気で遊んであげることを心掛

けています！ 

支援をさせて頂いて丸 6年、お子さ

んの気持に同調しながら同じステー

ジに立ち一緒に楽しんでいます！ 

皆さんも一緒に活動しませんか？ 

 

お子さんの安全第一を心掛けて接しなが

らも同時に楽しく過ごしています！ 

一期一会であってもこのご縁を大切に、 

これからも活動を続けていきます！ 

子どもと接していると、子ども目

線を新鮮に感じ、愛おしい気持

ちや優しい気持ちなど、普段と

違う心持ちになるのがいいなと

思います！ 

お預かりした時間だけでも寄り添い成長をしていく姿を見守ることが

出来れば支援員としてこんなに嬉しいことはありません！ 

 

【支援員手当】※令和元年度参考 

★子育て支援（１時間あたり）  ★生活援助  （１時間あたり） 
深夜・早朝   ９２０円    深夜・早朝   １９１０円 
通常時間    ７４０円    通常時間    １５３０円 など 
講習会会場等 １１１０円 など 


